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予防接種にかかる理念の転換を  

【予防接種法】（1948年制定）   

第一章 総則  

第一条この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を  
予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与  
するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目   

的とする0  

WHO  

廿  

「ワクチンで予防可能な疾患（VaccinePreventab［eDiseases；VPD）は  

ワクチンで予防する」  
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国民へわかりやすく、かつ十分な情報提  
供を  

－ワクチンで予防可能な疾病について   

罷患したらどうなる？治療は？予後は？後遺症は？  

・そもそもワクチン、予防接種とは？   

ワクチンとは何か？予防接種に「100％」は無い 公衆衛生の概念（集団免   

疫、間接効果）  

・メリット、デメリット   

接種した場合のメリット、デメリット   

接種しなかった場合のメリット、デメリット  

・ワクチン・ギャップとよばれる状況を共有すべき   

我が国は残念ながら「ワクチン後進国」  

ワクチン名  ⅥHO勧告   法律上の 
位置づけ  

ジフテリア（D〕   
沈降精製。，。三種混合ワクチン  

蔓凍傷凰（T）  
沈降DTニ羅混合ワクチン  
成人用沈降ジフテリアトキソイド  

百日咳（P）  
沈降破傷風トキソイド   

定期接種  

結核   乾燥8CGワクチン  
く1顆疾病〉  

ポリオ   経口生ポリオワクチン  

MRニ種混合ワクチン  
全ての地域に向けて勧告  

厳しんくM〉  乾燥弱志崖儒Lんワウテン  

細菌性髄菜染炎  
（インフルエンザ暫b墾〉  インフルエンザ甚b型（Hib）ワクチン  

B型肝炎   組換え沈降B塑肝炎ワクチン  

子宮頸がん   
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス  
狛PV）接粗子ウウテン 

肺炎球菌   7価肺炎球菌ワクチン  

日本脳炎   
日本脳炎ワクチン   定期荏標  
皐乞燦細飽埴蚤日：奉脳炎ワクチン  く1鰯疾さ斉）  

黄熱   黄熱ワクチン  限定された地域に向けて勧告  

ロタウイルス性下痢症  〔国内での承認品なし）  

風しん（R）   
MR二建窯含ワクチン   
乾媛葛篭書生風しんワクチン  

定期接頭  
く1！犠疾帝）  

季節性インフルエンザ  インフルエンザHAワクチン  
国ごとの予防捷径計画に基  定期接線  
づいて実施するよう勧告  

主乾そ丁 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン  
て空風∴fゝ腺二灸 （おたふくかぜ）ミM）  
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ワクチン屋築ピジョン第憎漆蓮華炭塵ゝ㌻HSし祥一卜紬儲ワクチンの開発め諷鬱と規制転向琴成ヱ1寒4翫より亨実用18  

議論、合意形成に接種を受ける側の参  
加を  

・接種を受ける側不在では、国民的合意形成は望めない   

空白の20年に、ワクチンの必要性を説く専門家、小児科、感染症医等の声は   

絶えずあがっていた。   

一方、接種を受ける側からワクチン接種を求める声はあがらなかった。  

■日本版ACIPは、接種を受ける側の参加が必須   
接種を受ける側不在の議論では、ワクチン・ギャップ20年の歴史の繰り返し。   

米国ACIPでは15名のVotingMemberのうち、1名は接種を受ける側。  

・長期的戦略を持って議論を   

今、求められている疾病・ワクチンの定期接種化の是非だけではなく、「予防   
接種で疾病を防ぐ国」となるために、必要なことの議論を  
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「定期接種化しない」ことの被害者の存  

在を認識すること  

■ワクチンの効果と副反応は不可分なもの  

考慮すべきは不可能な二者択一ではなく、不可分な両者のコントロール。  

■効果を受けられないこと（＝羅患すること）による破害者の   

存在  

接種されていれば罷患しなかった被害者の存在をしっかりと認識すべき。  

・新たな知見を速やかに反映すべき  

疾病についてもワクチンについても、知見は更新されるもの。  

10年前の常識は10年後の非常識ということも。  

知見の変化に伴う運営の変更は当然のこととの認識を。  

細菌性髄膜炎のワクチンうグによる  

被害者  

ヒブワクチンの20年のラグ（WHOの勧告は1998年）   
治馬英開始  2000年   

承認申請  2003年3月   
薬事法承認 2007年1月（米国の承認は1987年）   
販売開始  2008年12月19日  

7価肺炎球菌ワクチンの10年のラグ（WHOの勧告は2007年）   
治験開始  2004年   

承認申請  2007年9月   

薬事法承認 2009年10月16日（米国の承認は2000年）   
販売開始．2010年2月24日   

ヒブワクチンの20年のラグで失われた子どもたちのいのちは  

600名（30名×20年）  

ヒブワクチンの20年のラグで後遺症を負わざるを得なくなった子どもたちは  

1，800名（90名×20年）  
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定期接種化「しない」という判断をし  
た場合の被害者の補償も検討を  

定期接種化した場描い場合、それぞれに被害者は生じる  

・した場合の被害→健康被害救済  

・しない場合の被害→？？？   

定期接種化した場合のメリットとデメリット、定期接種化しない場合のメリットとデ   

メリットを比較し、いずれかの判断を成すのであれば、その判断により生じること   
となった被害は救済されるべきではないか？  

現行の補償制度も不十分な面があり  

一層の充実と迅速な健康被害救済を  

・国民的合意、集団免疫・社会的防衛を期待して定期接種す   
るということ   

予防接種に伴う被害は、社会全体で支えるべきもの。  

1被害を生じた場合は、迅速かつ十分な補償を   

ワンストップの手続きで、「潔白」以外は救済を。  

被害者の負担をより一層軽減すべき。  

救済対象、期間の見直しを。  
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接種は無料で  

・格差があってはならない。  

現行の予防接種法では、自治体間格差が生じる。  

費用徴収は保護者の経済力による格差を子どもに生じる。  

・費用負担を求める→「個人の受益」という観点  

個人に負担を求める理由は何か？  

「個人の受益」という観点は、個人の益を受けないという判断を生む。  
そもそも、公費の原資は国民の負担。  

必要なワクチンは弾力的な対応で迅速  

に確保して欲しい  

・国内になければ輸入すべき  

海外にはあるのに日本には無いワクチンは輸入で確保を。   

※足りないヒブワクチン、ポリオ緊急輸入等も  

イ日本向け」の再考を  
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